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(57)【要約】
【課題】膝痛を緩和し得る座位又は仰臥位で使用する運
動器具を提供する。
【解決手段】椅子１１の座面１３に載置されて使用者の
臀部に敷かれる基板１７の前縁側の、左右の大腿部２２
，２２間に位置する支持部１０で膝受け部材７の長さ方
向の中央部９が支持されている。膝受け部材７は、使用
者の左右の膝裏部５，５を下方から受ける左右の膝受け
部６，６を左右側に具えている。膝受け部材７は、支持
部１０を支点部として、左右の膝受け部６，６が交互に
上下する上下スイング動を行うことができる。又該膝受
け部材７は、該支持部１０を支点部として、前後動する
前後スイング動を行い得る。膝受け部材７の長さ方向中
央部にハンドル２５が突設されている。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の左右の膝裏部を下方から受ける膝受け部を左右側に具えた膝受け部材の長さ方
向の中央部が支持部で支持されてなり、該膝受け部材が該支持部を支点部として、前記左
右の膝受け部が交互に上下する上下スイング動を行い得る如くなされていることを特徴と
する座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項２】
　使用者の左右の膝裏部を下方から受ける膝受け部を左右側に具えた膝受け部材の長さ方
向の中央部が支持部で支持されてなり、該膝受け部材が、該支持部を支点部として、前記
左右の膝受け部が交互に上下する上下スイング動を行い得る如くなされると共に前後動す
る前後スイング動を行い得る如くなされていることを特徴とする座位又は仰臥位で使用す
る運動器具。
【請求項３】
　前記膝受け部材が、前記支持部の軸線回りに正逆回動可能となされていることを特徴と
する請求項１又は２記載の座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項４】
　椅子の着座部に固定される基板の前縁側の、左右の大腿部の間に位置する支持部で、使
用者の左右の膝裏部を下方から受ける左右の膝受け部を左右側に具えた膝受け部材の長さ
方向の中央部が支持されており、該膝受け部材が、該支持部を支点部として、前記左右の
膝受け部が交互に上下する上下スイング動を行い得ると共に前後動する前後スイング動を
行い得る如くなされており、
　又、前記膝受け部材の長さ方向の中央部にハンドルが突設されており、使用者が該ハン
ドルを把持して、前記膝受け部材に前記上下スイング動と前記前後スイング動を行わせ得
ることを特徴とする座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項５】
　椅子の着座部の上面に載置されて使用者の臀部に敷かれる基板の前縁側の、左右の大腿
部の間に位置する支持部で、使用者の左右の膝裏部を下方から受ける左右の膝受け部を左
右側に具えた膝受け部材の長さ方向の中央部が支持されており、該膝受け部材が、該支持
部を支点部として、前記左右の膝受け部が交互に上下する上下スイング動を行い得ると共
に前後動する前後スイング動を行い得る如くなされており、
　又、前記膝受け部材の長さ方向の中央部にハンドルが突設されており、使用者が該ハン
ドルを把持して、前記膝受け部材に前記上下スイング動と前記前後スイング動を行わせ得
ることを特徴とする座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項６】
　前記ハンドルは、垂直状態に突設されていることを特徴とする請求項４又は５記載の座
位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項７】
　前記ハンドルは、前方に向け上方に傾斜する傾斜状態に突設されていることを特徴とす
る請求項４又は５記載の座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項８】
　前記支持部は、前記基板で所要長さに突設されたコイルバネを以て構成されていること
を特徴とする請求項４～７の何れかに記載の座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項９】
　前記膝受け部材が前記支持部の軸線回りに正逆回動可能となされていることを特徴とす
る請求項８記載の座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項１０】
　前記膝受け部材の左端側と右端側は、使用者が手で把持するための把持用突出部とされ
ていることを特徴とする請求項４～７の何れかに記載の座位又は仰臥位で使用する運動器
具。
【請求項１１】
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　前記膝受け部材の長さ方向の中央部及び前記支持部の何れか一方に枢着孔が設けられる
一方、その他方には、該枢着孔に挿入される枢軸部が設けられており、該枢軸部が該枢着
孔に遊挿された状態で、前記膝受け部材が前記上下スイング動を行い得ることを特徴とす
る請求項１記載の座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項１２】
　前記枢軸が前記枢着孔に挿入された状態で、前記膝受け部材が該枢軸の略軸線回りで正
逆回動し得ることを特徴とする請求項１１記載の座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項１３】
　椅子の着座部の前端で所要長さ突出でき且つ該突出状態で保持される基板が、該着座部
の内部又は下面側に収納可能に設けられており、該基板が該着座部の前端から突出した状
態で、該基板に設けられ且つ、椅子に着座した使用者の左右の大腿部の間に位置する支持
部で、使用者の左右の膝裏部を下方から受ける左右の膝受け部を左右側に具えた膝受け部
材の長さ方向の中央部が支持されており、該膝受け部材が該支持部を支点部として、前記
左右の膝受け部が交互に上下する上下スイング動を行い得ると共に前後動する前後スイン
グ動を行い得る如くなされており、
　又、前記膝受け部材の長さ方向の中央部にハンドルが突設されており、使用者が該ハン
ドルを把持して、前記膝受け部材に前記上下スイング動と前記前後スイング動を行わせ得
ることを特徴とする座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項１４】
　支柱部材の上端側部分が、椅子に着座した使用者が手で把持するためのハンドルとなさ
れており、該ハンドルの下方部位において、使用者の左右の膝裏部を下方から受ける左右
の膝受け部を左右側に具えた膝受け部材の長さ方向の中央部が支持部で支持されることに
よって、該膝受け部材の該左右の膝受け部が交互に上下する上下スイング動を行い得る如
くなされていることを特徴とする座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項１５】
　前記膝受け部材を上下スイング動させる際に、前記左右の膝受け部に載せた左右の膝部
が、下方に傾斜した該左右の膝受け部から滑り落ちるのを防止するために、該左右の膝受
け部の外端側に、該左右の膝部を下方から支持するための左右の膝部止めが配設されてい
ることを特徴とする請求項１～１４の何れかに記載の座位又は仰臥位で使用する運動器具
。
【請求項１６】
　前記左右の膝部止めは、長さ調整可能のバンド部材を用いて構成されており、その一端
部が、前記左の膝受け部の外端部分に取り付けられる一方、その他端部が、前記右の膝受
け部の外端部分に取り付けられる如くなされ、前記左右の膝受け部に載せられている左右
の膝部を前記バンド部材で上から覆うことによって、該左右の膝部を、該バンド部材と前
記膝受け部材との間で拘束でき、これによって前記左右の膝部止めが構成されることを特
徴とする請求項１５記載の座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【請求項１７】
　前記左右の膝部止めの配設部位を左右方向で位置変更可能となされていることを特徴と
する請求項１５又は１６記載の座位又は仰臥位で使用する運動器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、椅子に座った状態や左右の脚部を伸ばした長座姿勢等の座位姿勢や仰臥位姿
勢で運動を行うための座位又は仰臥位で使用する運動器具に関するものである。より詳し
くは、膝部に体重を掛けない座位姿勢で膝裏部を効果的に押圧刺激できると共に大腿四頭
筋の筋力を強化できて膝痛を緩和し得るだけでなく、膝痛疾患のない使用者にあっても、
脚部の運動、更には、脚部の運動を通しての全身運動を効果的に行うことができ、高齢者
であっても転倒の恐れなく安全に運動できる座位又は仰臥位で使用する運動器具に関する
ものである。
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【背景技術】
【０００２】
　膝関節の痛みの原因の中でも変形性膝関節症の割合は高い。変形性膝関節症は、筋力低
下、加齢、肥満等の原因により、クッション機能有する膝関節の軟骨が磨り減って骨同士
が擦れ合う状態となることにより膝関節の痛みを起こす疾患である。
【０００３】
　変形性膝関節症の改善には運動が重要とされており、特に大腿四頭筋の筋力を強化をす
ることが主流な考え方である。しかし、膝痛の人は、歩いたり走ったりする膝を使った運
動を行うことができないために、運動による筋力強化を図ることができないまま膝痛が改
善せず、膝痛が悪化することになる。
【０００４】
　変形性膝関節症等により生じる膝の痛みを緩和する手段の一つとして、特許文献１が開
示する膝装着用サポ－タ－が提案されている。該膝装着用サポ－タ－ａは図４５に示すよ
うに、膝ｂの上部に巻き付けて固定される伸縮性を有する上部固定部ｃと、膝ｂの下部に
巻き付けて固定される下部固定部ｄと、膝関節の裏ｅを覆うカバ－部ｆとからなり、該カ
バ－部ｆの内側に、弾力性のある素材からなるパッド部が装着されていた。そして、該上
部固定部ｃと該下部固定部ｄと該カバ－部ｆの張力と前記パッド部の弾力とにより該パッ
ド部が膝裏の屈曲部を押し付けるようになすことにより、該パッド部が、膝関節の隙間の
後側に挟まった半月板を膝前方に押し、これによって半月板のずれを防止することで、膝
関節の間隙を保持して膝の痛みを緩和しようとするものであった。加えて該膝装着用サポ
－タ－ａは、膝関節周囲の筋力の低下を補助する補助作用により、膝関節に体重が作用す
るのを軽減させて膝の痛みを緩和しようとするものであった。
【０００５】
　又特許文献２には、膝の痛みの緩和を図るためには、膝関節をある程度拡げて膝関節の
間に潤滑液としての関節液を流れやすくすることが重要であるとの観点から、図４６に示
す膝痛緩和補助装置ｈが提案されている。該膝痛緩和補助装置ｈは、利用者の膝ｂの裏ｅ
にあてがわれ利用者が膝ｂを曲げた際の屈曲間隙に挟み付けられて膝関節をてこ状に開か
せる立体形状の膝裏あて部材ｊと、該膝裏あて部材ｊをあてがった状態で利用者が膝を曲
げても該膝裏あて部材ｊの膝裏への配置状態を保持する保持手段ｋと、該膝裏あて部材ｊ
を利用者の膝裏にあてがった状態で利用者の足首寄り位置を利用者側へ牽引して強制的に
膝を曲げる作用を補助する牽引補助手段ｍとを具えていた。かかる構成を有する膝痛緩和
補助装置によるときは、膝関節をてこ状に開かせることができる結果、開いた膝関節へ関
節液が流れやすくし軟骨を潤わせて膝部のクッション機能の回復を期待できるので、この
面から膝痛緩和を図ることができた。又該膝痛緩和補助装置ｈは、該膝裏あて部材ｊを保
持手段ｋに連携させた状態で牽引補助手段ｍを介して膝曲げを補助できるように構成して
該膝裏あて部材ｊが膝裏からずれにくくし、これによって高い膝痛緩和を期待せんとする
ものであった。
【０００６】
　前記したように、膝の痛みの緩和を図るためには、膝関節をある程度拡げて膝関節の間
に潤滑液としての関節液を流れやすくすることは効果的である。この意味で、特許文献２
記載の膝痛緩和補助装置が、利用者が膝を曲げた際の屈曲間隙に挟み付けられて膝関節を
てこ状に拡かせる膝裏あて部材を具えることは有効な手段と言える。しかしながら特許文
献２には、膝痛緩和に重要な大腿四頭筋の運動を効果的に行う手段については何も記載さ
れておらず、これを示唆する記載も存在しない。
【０００７】
　又、特許文献１記載の膝痛緩和サポ－タ－は、特許文献２で指摘されているように、パ
ッド部による膝裏側からの押し付け力が比較的弱いため、膝関節を十分に拡げて該拡げた
膝関節の間に潤滑液としての関節液を流れやすくするということができず、膝痛緩和を十
分に期待できない恐れがあった。なお特許文献１の段落００２２には、特許文献２では触
れられていない大腿四頭筋についての記載がある。即ち同段落には、「上部固定部及び前
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記下部固定部の張力は、膝を屈伸させる際、膝を屈曲させる方向に作用するため、大腿四
頭筋の補助作用がある」と記載されている。しかしながら該膝痛緩和サポ－タ－は、あく
までも大腿四頭筋の補助作用を有するだけであって、膝痛緩和のために重要な大腿四頭筋
の筋力強化を図り得るものでは何らなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１４－２３３５０７号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１５６７９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は前記従来の問題点に鑑みて開発されたものであり、膝裏部のマッサージと大腿
四頭筋の筋力強化を膝部に体重を掛けることなく行い得ることを基本として、膝痛を緩和
できるに止まらず、膝痛疾患の有無によらず、脚部の運動、更には脚部の運動を通しての
全身運動を、無理なく効果的に行うことを可能とし、高齢者であっても転倒の恐れなくこ
れらの運動を安全に行うことを可能とする座位又は仰臥位で使用する運動器具の提供を課
題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題を解決するため本発明は以下の手段を採用する。
　即ち本発明に係る座位又は仰臥位で使用する運動器具（以下運動器具という）は、使用
者の左右の膝裏部を下方から受ける膝受け部を左右側に具えた膝受け部材の長さ方向の中
央部が支持部で支持されてなり、該膝受け部材が該支持部を支点部として、前記左右の膝
受け部が交互に上下する上下スイング動を行い得る如くなされていることを特徴とするも
のである。
【００１１】
　本発明に係る運動器具のより好ましい態様は、使用者の左右の膝裏部を下方から受ける
膝受け部を左右側に具えた膝受け部材の長さ方向中央部が支持部で支持されてなり、該膝
受け部材が、該支持部を支点部として、前記左右の膝受け部が交互に上下する上下スイン
グ動を行い得る如くなされると共に前後動する前後スイング動を行い得る如くなされてい
ることを特徴とするものである。
【００１２】
　前記の各運動器具において、前記膝受け部材を、前記支持部の軸線回りに正逆回動可能
とするのがよい。
【００１３】
　本発明に係る運動器具のその他の態様は、椅子の着座部に固定される基板の前縁側の、
左右の大腿部の間に位置する支持部で、使用者の左右の膝裏部を下方から受ける左右の膝
受け部を左右側に具えた膝受け部材の長さ方向の中央部が支持されており、該膝受け部材
が、該支持部を支点部として、前記左右の膝受け部が交互に上下する上下スイング動を行
い得ると共に前後動する前後スイング動を行い得る如くなされている。又、前記膝受け部
材の長さ方向の中央部にハンドルが突設されており、使用者が該ハンドルを把持して、前
記膝受け部材に前記上下スイング動と前記前後スイング動を行わせ得ることを特徴とする
ものである。
【００１４】
　本発明に係る運動器具のその他の態様は、椅子の着座部の上面に載置されて使用者の臀
部に敷かれる基板の前縁側の、左右の大腿部の間に位置する支持部で、使用者の左右の膝
裏部を下方から受ける左右の膝受け部を左右側に具えた膝受け部材の長さ方向の中央部が
支持されており、該膝受け部材が、該支持部を支点部として、前記左右の膝受け部が交互
に上下する上下スイング動を行い得ると共に前後動する前後スイング動を行い得る如くな
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されている。又、前記膝受け部材の長さ方向の中央部にハンドルが突設されており、使用
者が該ハンドルを把持して、前記膝受け部材に前記上下スイング動と前記前後スイング動
を行わせ得ることを特徴とするものである。
【００１５】
　前記基板が前記椅子の着座部の上面に載置される場合、前記ハンドルは、垂直状態に突
設し、或いは、前方に向け上方に傾斜する傾斜状態に突設するのがよい。
【００１６】
　前記基板が前記椅子の着座部の上面に載置される場合、前記支持部は、前記基板で所要
長さに突設されたコイルバネを以て構成するのがよい。この場合、前記膝受け部材が前記
支持部の軸線回りに正逆回動可能とするのがよい。
【００１７】
　前記基板が前記椅子の着座部の上面に載置される場合、前記膝受け部材の左端側と右端
側を、使用者が手で把持するための把持用突出部とするのがよい。
【００１８】
　本発明に係る運動器具のその他の態様は、前記膝受け部材の長さ方向の中央部及び前記
支持部の何れか一方に枢着孔を設ける一方、その他方には、該枢着孔に挿入される枢軸部
を設け、該枢軸部が該枢着孔に遊挿された状態で、前記膝受け部材が前記上下スイング動
を行い得るように構成するのがよい。この場合、前記枢軸が前記枢着孔に挿入された状態
で、前記膝受け部材が該枢軸の略軸線回りで正逆回動し得るように構成するのがよい。
【００１９】
　本発明に係る運動器具のその他の態様は、椅子の着座部の前端で所要長さ突出でき且つ
該突出状態で保持される基板が、該着座部の内部又は下面側に収納可能に設けられており
、該突出部材が該着座部の前端から突出した状態で、該基板に設けられ且つ、椅子に着座
した使用者の左右の大腿部の間に位置する支持部で、使用者の左右の膝裏部を下方から受
ける左右の膝受け部を左右側に具えた膝受け部材の長さ方向の中央部が支持されており、
該膝受け部材が該支持部を支点部として、前記左右の膝受け部が交互に上下する上下スイ
ング動を行い得ると共に前後動する前後スイング動を行い得る如くなされており、又、前
記膝受け部材の長さ方向の中央部にハンドルが突設されており、使用者が該ハンドルを把
持して、前記膝受け部材に前記上下スイング動と前記前後スイング動を行わせ得ることを
特徴とするものである。
【００２０】
　本発明に係る運動器具のその他の態様は、支柱部材の上端側部分が、椅子に着座した使
用者が手で把持するためのハンドルとなされており、該ハンドルの下方部位において、使
用者の左右の膝裏部を下方から受ける左右の膝受け部を左右側に具えた膝受け部材の長さ
方向の中央部が支持部で支持されることによって、該膝受け部材の該左右の膝受け部が交
互に上下する上下スイング動を行い得る如くなされていることを特徴とするものである。
【００２１】
　前記の各運動器具において、前記膝受け部材を上下スイング動させる際に、前記左右の
膝受け部に載せた左右の膝部が、下方に傾斜した該左右の膝受け部から滑り落ちるのを防
止するために、該左右の膝受け部の外端側に、該左右の膝部を下方から支持するための左
右の膝部止めを設けるのがよい。
【００２２】
　前記左右の膝部止めは、長さ調整可能バンド部材を用いて構成されており、その一端部
が、前記左の膝受け部の外端部分に取り付けられる一方、その他端部が、前記右の膝受け
部の外端部分に取り付けられる如くなされ、前記左右の膝受け部に載せられている左右の
膝部を前記バンド部材で上から覆うことによって、該左右の膝部を、該バンド部材と前記
膝受け部材との間で拘束でき、これによって前記左右の膝部止めが構成される如くなすの
がよい。
【００２３】
　前記左右の膝部止めの配設部位を左右方向で位置変更可能とするのがよい。
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【発明の効果】
【００２４】
　本発明は以下の如き優れた効果を奏する。
(1) 本発明によるときは、膝部に体重を掛けない座位姿勢や仰臥位姿勢で膝裏部を効果的
に押圧刺激できる等、膝裏部に効果的なマッサージ作用を付与できると共に、大腿四頭筋
の筋力を強化できて膝痛を緩和し得ることとなる。又、膝痛疾患のない使用者にあっても
、脚部の運動、更に、脚部の運動を通しての全身運動を効果的に行うことができる。そし
て高齢者にあっても、転倒の恐れなく安全に運動することができる。
【００２５】
(2) 前記膝受け部材を、上下スイング動可能とすることに加えて前後スイング動可能とす
る如く構成する場合は、前記膝裏部に対するマッサージ作用をより効果的に行うことがで
きると共に、大腿四頭筋の筋力をより効果的に強化でき、前記膝痛緩和や前記全身運動を
より効果的に行い得ることとなる。
【００２６】
(3) 併せて、前記膝受け部材を前記支持部の軸線回りに正逆回動可能とする場合は、該膝
受け部材を、立体的な８の字状を呈する如くスイング動させることが可能となるため、前
記膝痛緩和と前記全身運動をより効果的に行い得ることとなる。
【００２７】
(4) 前記運動器具が、椅子の着座部に固定される基板に設けた支持部で前記膝受け部材の
長さ方向の中央部が支持される如く構成する場合は、使用者は、左右の足を浮かせて椅子
に着座した楽な姿勢で、左右の脚部の重量を利用して左右の膝裏部に押圧刺激を付与でき
、該左右の膝裏部を効果的にマッサージできることとなる。又、左右の脚部を伸ばした長
座姿勢としての座位姿勢や仰臥位姿勢で運動を行う場合に比し、運動の多様化を図ること
ができる。
【００２８】
(5) 使用者が椅子に着座した状態で使用される前記運動器具において、前記膝受け部材の
長さ方向の中央部にハンドルが、垂直状態乃至、前方に向け上方に傾斜する傾斜状態で突
設される場合は、使用者が該ハンドルを手で把持した安定姿勢で運動を行うことができる
と共に、該ハンドルを適宜に回動操作して脚部や上体に所要の負荷を加えた状態で運動す
ることができる。これによって、膝裏部を多様に刺激でき、膝痛を効果的に緩和できるこ
ととなる。又、全身運動をより効果的に行い得ることとなる。この場合において、前記膝
受け部材を、前記支持部の軸線回りに正逆回動可能とする場合は、運動の一層の多様化を
図ることができる。
【００２９】
(6) 前記支持部を、前記基板で所要長さに突設されたコイルバネを以て構成することとし
、且つ、前記膝受け部材を該コイルバネの軸線回りに正逆回動可能とする場合は、該コイ
ルバネは３６０度の何れの方向にも弾性的に屈曲できるため、使用者が前記ハンドルを適
宜に回動操作することができる。そして、これにより使用者は、前記膝受け部材を、前記
上下スイング動や前記前後スイング動、後述する８の字状スイング動等させることが容易
であり、膝痛の緩和や全身運動をより効果的に行い得ることとなる。
【００３０】
(7) 前記膝受け部材を、前記支持部の軸線回りに正逆回動可能とし、且つ、前記膝受け部
材の左端側と右端側を、使用者が手で把持するための把持用突出部とするときは、前記膝
受け部材にハンドルが突設されていない場合であっても該把持用突出部を使用者が左右の
手で把持することによって、使用者は、該膝受け部材を、前記上下スイング動や前記前後
スイング動、後述する８の字状スイング動等させることができる。
【００３１】
(8) 前記左右の膝受け部の外端側に左右の膝部止めを設ける場合は、前記膝受け部材を上
下スイング動させる際に、前記左右の膝受け部に載せた左右の膝部が、下方に傾斜した該
左右の膝受け部から滑り落ちるのを防止できる。
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【００３２】
　特に、前記左右の膝部止めを、長さ調整可能のバンド部材を用いて構成する場合は、該
左右の膝部を、該バンド部材と前記膝受け部材との間で拘束できる。これによって、左右
の膝部が下方に傾斜した前記左右の膝受け部から滑り落ちるのを確実に防止できる。又、
左右の膝部止めを構造簡素に構成できる。
【００３３】
　そして、このように膝部止めを設ける場合、前記左右の膝部止めの配設部位を左右方向
で位置変更可能とする場合は、左右の膝部を内側に寄せた状態や左右の膝部を稍離した状
態等、所望の状態で該左右の膝部を止めることができる。これによって、左右の膝裏部に
対してのマッサージ作用や、左右の脚部の上下運動の負荷状態を変化させることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明に係る運動器具の一例を、これを椅子の座面に設置した状態で示す斜視図
である。
【図２】その運動器具を説明する分解斜視図である。
【図３】垂直状態のコイルバネからなる支持部で膝受け部材を水平状態で支持する支持構
造を説明する断面図である。
【図４】その運動器具を示す斜視図と、前記コイルバネからなる支持部の屈曲状態を示す
断面図である。
【図５】傾斜状態で突出するコイルバネを以てなる支持部材を用いて構成される運動器具
を示す分解斜視図である。
【図６】その運動器具を示す斜視図と、傾斜状態で突出するコイルバネを以てなる支持部
による膝受け部材の支持状態を示す断面図と、コイルバネからなる支持部の屈曲状態を示
す断面図である。
【図７】垂直状態を呈するコイルバネを以てなる支持部で膝受け部材が水平状態で支持さ
れてなる前記運動器具を用いた使用者が、ハンドルを把持して脚部の屈伸運動を繰り返す
状態を示す説明図である。
【図８】その運動器具を用いた使用者が、ハンドルを把持して前記膝受け部材を上下スイ
ング動させる運動態様を示す説明図である。
【図９】その運動時における膝部の捩れを説明する模式図である。
【図１０】前記運動器具を用いた使用者が、ハンドルを把持して膝受け部材を前後スイン
グ動させる運動態様を示す説明図である。
【図１１】前記運動器具を用いた使用者が、ハンドルを把持して膝受け部材を８の字状ス
イング動させる運動態様を説明する説明図である。
【図１２】傾斜状態のコイルバネを用いてなる支持部で膝受け部材を支持してなる運動器
具を用いる運動態様を説明する説明図である。
【図１３】ハンドルを具えない運動器具を用いて、膝受け部材を上下スイング動させる運
動態様を説明する説明図である。
【図１４】ハンドルを具えない運動器具を用いて、膝受け部材を前後スイング動させる運
動態様を説明する説明図である。
【図１５】ハンドルを具えない前記運動器具を用いて、前記膝受け部材に８の字状スイン
グ動を行わせる運動態様を説明する説明図である。
【図１６】ハンドルを具える前記運動器具を用いて使用者が、左右の脚部及び上体の筋肉
を緊張させる全身運動を行う運動態様を説明する説明図である。
【図１７】丸棒状の膝受け部材の中央部を、基板の前縁側部分で突設された支持部に設け
た垂直軸受孔に遊挿させて構成された運動器具を、その基板を椅子の座面に設置した状態
で示す斜視図である。
【図１８】その運動器具の構成を説明する分解斜視図と、断面図である。
【図１９】前記枢軸部を前記支持部に設けた傾斜軸受孔に遊挿して構成された運動器具を



(9) JP 2016-182182 A 2016.10.20

10

20

30

40

50

示す斜視図と、断面図である。
【図２０】前記垂直軸受孔に前記枢軸部を遊挿して構成された前記運動器具を用いて、そ
の膝受け部材を上下スイング動させる運動態様を説明する説明図である。
【図２１】前記運動器具を用いて前記膝受け部材を上下スイング動させる他の運動態様を
説明する説明図である。
【図２２】前記運動器具を用いて左右の脚部を屈伸運動させる運動態様を説明する説明図
である。
【図２３】前記運動器具を用いて前記膝受け部材を８の字状スイング動させる運動態様を
説明する説明図である。
【図２４】前記運動器具を床面に設置し、使用者が、左右の脚部を伸ばした長座姿勢とし
ての座位姿勢で、前記軸受け部材を上下スイング動させる運動態様を説明する説明図であ
る。
【図２５】支柱部材に対して膝受け部材を十字状の交差状態とし且つ該膝受け部材を上下
スイング動可能に結着してなる運動器具を示す斜視図である。
【図２６】その運動器具を用いて前記膝受け部材を上下スイング動させる運動態様を説明
する説明図である。
【図２７】その運動器具を用いて左右の膝部の屈伸運動を繰り返す運動態様を説明する説
明図である。
【図２８】平板状を呈する膝受け部材の中央部を支持部により上下スイング動可能に支持
させてなる運動器具を示す斜視図と、該中央部を該支持部で支持している状態を示す断面
図である。
【図２９】その運動器具を用いて、使用者が、左右の脚部を伸ばした長座姿勢としての座
位姿勢で、運動器具の前記左右の膝受け部を上下スイング動させる運動態様を説明する説
明図である。
【図３０】支柱部材に対して膝受け部材を枢軸を介して回動可能に構成してなる杖型の運
動器具を示す斜視図である。
【図３１】左右の膝受け部が膝部止めを具える杖型の運動器具を示す斜視図である。
【図３２】丸棒状呈する膝受け部材本体の長さ方向中央部の上下方向で見た一方側が欠切
されてなる膝受け部材を用いる場合において、該欠切部の底面を、上向き状態にして支持
部で支持させた場合と、該底面を下向き状態にして支持部で支持させた場合における、水
平状態にある左右の膝受け部の上面部の高さの違いを説明する説明図である。
【図３３】前記膝受け部材を吊下部材を用いて吊下してなる運動器具の、左右の膝受け部
に左右の脚部を載せた状態を示す説明図である。
【図３４】支持部を、基板の板厚内で設けた軸部として構成してなる運動器具を説明する
説明図である。
【図３５】バンド部材を用いて構成された膝部止めを具える杖型の運動器具の使用状態を
示す斜視図である。
【図３６】その運動器具を用いて左右の脚部を上下動させている状態を示す正面図と、そ
の場合における膝部の滑り落ちが膝部止めで防止された状態を示す断面図である。
【図３７】膝部止めの他の態様を示す斜視図である。
【図３８】その膝部止めによる膝部の滑り落ち防止作用の一態様を説明する説明図である
。
【図３９】その膝部止めによる膝部の滑り落ち防止作用の他の態様を説明する説明図であ
る。
【図４０】膝部止めの他の態様を、膝部止めによって膝部の滑り落ちを防止している状態
と共に示す断面図である。
【図４１】膝部止めのその他の態様を、該膝部止めにより膝部の滑り落ちを防止している
状態と共に示す断面図である。
【図４２】膝部止めのその他の態様を、これが膝部の滑り落ちを防止している状態で示す
断面図である。
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【図４３】膝受け部材の上下スイング動における上下振幅の大小を説明する説明図である
。
【図４４】図２８に示す運動器具を左右の足裏の土踏まずに押圧刺激を付与するために用
いた場合を示す斜視図である。
【図４５】従来の膝痛緩和のための膝装着用サポ－タ－の構成とその問題点を説明する説
明図である。
【図４６】膝関節をてこ状に開かせる膝裏あて部材を具える従来の膝痛緩和補助装置を説
明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００３５】
　図１、図８（Ａ）において、本発明に係る運動器具１は、使用者２の左右の膝部３，３
（図８（Ａ））の裏面側をなす左右の膝裏部５，５を下方から受ける左右の膝受け部６，
６を左右側に具えた膝受け部材７の長さ方向の中央部９が支持部１０で支持されており、
該膝受け部材７が、少なくとも、前記左右の膝受け部６，６が交互に上下する上下スイン
グ動をなし得る如く構成されている。以下、これをより具体的に説明する。
【００３６】
　前記運動器具１は、本実施例においては図１～２、図８に示すように、使用者２が前方
を向いて椅子１１に着座した状態で使用されるものであり、該椅子１１の着座部１２の上
面（座面）１３（図１）に載置されて後側部分１５が使用者２の臀部に敷かれる基板１７
を具えている。該基板１７は、例えば矩形板状を呈しており、該基板１７を前記座面１３
に載置した状態で、前後方向で見た前縁側部分１９は、図１に示すように、該着座部１２
の前縁２０から前方に稍突出状態とされる。該前縁側部分１９の上面２１の、該使用者２
の左右の大腿部２２，２２間には前記支持部１０が設けられており、該支持部１０で、前
記膝受け部材７の長さ方向の前記中央部９が支持されている（図８（Ａ））。そして該膝
受け部材７は、該支持部１０を支点部として、前記左右の膝受け部６，６が交互に上下す
る上下スイング動（図８）を行い得ると共に前後方向で移動する前後スイング動（図１０
）を行い得る如くなされている。
【００３７】
　又、前記膝受け部材７の前記中央部９の上面部２３にはハンドル２５が突設されている
。該膝受け部材７は、本実施例においては図２～４に示すように、直径が６５ｍｍ程度で
ある丸棒状を呈し、その前記中央部９で、該膝受け部材７の軸線Ｌと直交する枢着孔２６
が貫設されている。該枢着孔２６の上孔部分２６ａは、図３（Ｂ）に示すように、その下
孔部分２６ｂよりも拡大した拡大孔部２７とされている。該拡大孔部２７は、該下孔部分
２６ｂの上端２９に、拡径する段差部３０が連設され、その外縁で、上端に向けて拡径す
る円錐状孔部３１が連設されてなる。前記ハンドル２５は、本実施例においては図３（Ａ
）（Ｃ）に示すように、下端３２が開放された連結孔３３を有する円筒状を呈しており、
該下端３２が前記段差部３０に当接した状態で前記上面部２３で垂直突出状態にある。そ
して図７、図８、図１１等に示すように、使用者が該ハンドル２５の上部２４を手で把持
して前記膝受け部材７を適宜に回動操作することにより、後述のように、体を安定させて
多様に運動できることとなる。
【００３８】
　前記支持部１０は、本実施例においては図２、図３（Ａ）に示すように、前記基板１７
の前記前縁側部分１９に設けた保持孔３５に挿入状態に取り付けられる支持部材３６を用
いて構成されている。ここに、前記基板１７の該前縁側部分１９とは、該基板１７が前記
座面１３に載置されて後側部分１５が使用者の臀部に敷かれた状態において、前記着座部
１２の前縁２０から前方に向けて稍突出状態とされる部分であり、本実施例においては、
該基板１７の前後方向で見た両側部分３７ａ，３７ｂの夫々が前記前縁側部分１９とされ
得る。そして、該一方の側部分３７ａをなす前縁側部分１９の左右方向中央部位には、軸
線が垂直な垂直保持孔３５ａ（前記保持孔３５の一つ）が設けられる一方、他方の側部分
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３７ｂをなす前縁側部分１９の左右方向中央部位には、図２、図５～６に示すように、前
方に向け上方に傾斜する（例えば４５度の角度で傾斜する）傾斜保持孔３５ｂ（前記保持
孔３５の一つ）が設けられている。
【００３９】
　前記支持部材３６は、図２、図３（Ａ）に示すように、所要長さのコイルバネ４２の上
下端に段部４３，４５を介して上下の挿入軸４６，４７が突設されている。そして図３、
図６に示すように、該下の挿入軸４７が前記垂直保持孔３５ａ又は前記傾斜保持孔３５ｂ
に挿入されることによって、該コイルバネ４２の下の段部４５が、該垂直保持孔３５ａ又
は該傾斜保持孔３５ｂの上端周縁部分４９に当接され、この状態で該コイルバネ４２が垂
直状態又は傾斜状態で突出し、該コイルバネ４２が前記支持部１０を構成する。　
【００４０】
　図３に示すように、前記上の挿入軸４６が前記膝受け部材７の前記枢着孔２６に挿通さ
れ、前記上の段部４３が該枢着孔２６の下端周縁部分５０に当接することによって、該膝
受け部材７が、図４に示すように、突出状態にある前記コイルバネ４２で支持されて水平
状態を呈する。そして該膝受け部材７は、図４で矢印で示すように、前記支持部１０に支
持された状態で、該支持部１０の軸線回り（本実施例においては前記コイルバネ４２の軸
線回り）に正逆回動できる。
【００４１】
　又、該膝受け部材７の前記枢着孔２６の上端で突出した前記上の挿入軸４６の突出部分
５１は、図３に示すように、前記ハンドル２５の前記連結孔３３の下端孔部分に挿入され
る。そして図３（Ａ）（Ｃ）に示すように、該ハンドル２５の下端部分５２が前記拡大孔
部２７に挿入され、該ハンドル２５の下端３２が前記段差部３０に当接することによって
、該ハンドル２５が、前記膝受け部材７の前記中央部９の上面部２３で、図４（Ａ）に示
すように垂直状態に或いは図６に示すように傾斜状態に突設されることとなる。前記コイ
ルバネ４２の弾性変形作用によって、該ハンドル２５は、図４（Ｂ）（Ｃ）、図６（Ｂ）
（ｃ）にその屈曲形態の一態様を示すように、３６０度何れの方向にも弾性的に屈曲でき
る。
【００４２】
　次に、前記構成を有する運動器具１を用いて行うことのできる、膝痛緩和のための運動
態様を説明する。膝痛を緩和するために必要な運動は、潤滑液としての関節液の分泌を促
進でき、且つ、大腿部と下腿部を繋ぐ膝関節内の軟骨部分の隙間を拡げる（以下、膝関節
を拡げるともいう）ことができる運動と、大腿四頭筋の筋力強化を図るための運動である
。前記膝裏部５を効果的にマッサージすれば、該膝裏部５の血行促進が図られ、骨膜から
の関節液の分泌を促進できる。そして膝関節を拡げれば、膝関節内の軟骨部分の隙間に該
関節液を流れやすくすることができ、これによって軟骨を潤わせてクッション機能の回復
を図ることができる。又、大腿四頭筋は膝関節を持ち上げる機能も有するため大腿四頭筋
の筋力強化を図ることは膝痛緩和に有効と言える。
【００４３】
　前記構成を有する運動器具１の前記ハンドル２５の突出状態には、図４に示すような垂
直突出状態と図６に示すような傾斜突出状態があるが、主として、垂直突出状態を呈する
ハンドル２５を具える運動器具１を用いる場合について以下説明する。
【００４４】
　図７（Ａ）は、前記基板１７を椅子１１の前記座面１３に載置して使用者が椅子１１に
着座した状態を示している。該基板１７は、図１に示すように、前後方向に長い状態で該
座面１３に載置され、該基板１７の前縁側部分１９が前記着座部１２の前縁２０から前方
に稍突出状態とされ、使用者２が、その臀部を該基板１７上に載せて着座している。そし
て使用者２は、その左右の脚部５５，５５の膝裏部５，５を前記左右の膝受け部６，６上
に載せて左右の下腿部５６，５６を垂らし、左右の手５７，５７で前記ハンドル２５の上
部２４を把持している。この状態で左右の足５９，５９は床面６０から浮き上がっており
、該左右の膝裏部５，５には、使用者の左右の脚部５５，５５の重量によって、略真上の
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上側部分に押圧刺激が付与されている。即ち、該左右の膝裏部５，５が、使用者自身の脚
部５５，５５の重量によってマッサージされることとなる。
【００４５】
［第１の運動態様について］
　図７（Ｂ），図７（Ｃ）は、ハンドル２５が垂直突出状態において、使用者が、その左
右の下腿部５６，５６の重量を利用して左右の脚部５５，５５の屈伸運動を繰り返してい
る状態を示している。図７（Ｂ）は、左右の脚部５５，５５を前方に向けて伸ばした状態
を示し、又図７（Ｃ）は、左右の脚部５５，５５を後方に屈曲させた状態を示している。
この運動によって、前記左右の膝受け部６，６により左右の膝裏部５，５に対して繰り返
しの押圧刺激を与えることができる。これによって、該左右の膝裏部５，５が効果的にマ
ッサージされることとなり、該左右の膝裏部５，５の血行促進と膝関節の拡大が図られる
こととなる。又、これらの運動を通して大腿四頭筋の筋力を強化できることともなる。そ
してこれらの運動は、左右の足５９，５９が床面６０から浮き上がった状態で行われるた
め、左右の膝部３，３に体重を掛けることなく楽に行うことができる。然して、かかる運
動によって膝痛を緩和できることとなる。なお、左右の膝部３，３を屈曲させたときに、
ふくらはぎを前記基板１７の前縁部５８（図７（Ｃ））に当てる場合は、ふくらはぎのマ
ッサージも行い得る。
【００４６】
［第２の運動態様について］
　図８、図９は、使用者２が前記ハンドル２５を左右方向で回動させて前記膝受け部材７
を上下スイング動させる状態を示している。図８（Ｂ）は、前記ハンドル２５が垂直突出
状態を呈する中立の状態（図８（Ａ））から該ハンドル２５を左回りＦ１に回動させた状
態を示し、図８（Ｃ）は、同中立の状態（図８（Ａ））から該ハンドル２５を右回りＦ２
に回動させた状態を示している。
【００４７】
　垂直突出状態にあるハンドル２５を左回りＦ１に回動させた場合は、左の脚部５５ａが
図８（Ａ）に示す状態から図８（Ｂ）に示す状態に下がる過程において、前記左の膝裏部
５ａが前記左の膝受け部６ａに受けられた状態で、左の膝部３ａがその軸回りで該左の膝
受け部６ａ上を、図９（Ａ）に示す状態から、図９（Ｂ）に矢印ｆ１で示すように外向き
に転がる状態となる。図９（Ａ）（Ｂ）においては、左の膝部３ａの外周面部６２ａ上の
任意の点６３ａが、矢印ｆ１に示すように左下方に移動した状態が示されている。この転
がる状態は、該左の脚部５５ａが、重力の作用によって左回り（外向き）ｆ１に所要に捩
じれることによって生ずるものである。又、右の膝部３ｂが図８（Ａ）に示す状態から図
８（Ｂ）に示す状態に持ち上げられる過程において、前記右の膝裏部５ｂが前記右の膝受
け部６ｂに受けられた状態で、該右の膝部３ｂがその軸回りで該右の膝受け部６ｂ上を、
図９（Ｃ）に示す状態から、図９（Ｄ）に矢印ｆ２で示すように内向きに転がる状態とな
る。図９（Ｃ）（Ｄ）においては、右の膝部３ｂの外周面部６２ｂ上の任意の点６３ｂが
、矢印Ｆ２で示すように左下方に移動した状態が示されている。この転がる状態は、該右
の膝部３ｂが、重力の作用によって左回りｆ２に所要に捩じれることによって生ずるもの
である。
【００４８】
　垂直突出状態にあるハンドル２５を、図８（Ｃ）に示すように右回りＦ２に回動させた
場合は、前記とは逆の現象が生ずる。即ち、垂直突出状態にあるハンドル２５を右回りＦ
２に回動させた場合は、右の膝部３ｂが図８（Ａ）に示す状態から図８（Ｃ）に示す状態
に下がる過程において、前記右の膝裏部５ｂが前記右の膝受け部６ｂに受けられた状態で
、該右の膝部３ｂがその軸回りで該右の膝受け部６ｂ上を、図９（Ｅ）に示す状態から、
図９（Ｆ）に矢印ｆ３で示すように外向きに転がる状態となる。図９（Ｅ）（Ｆ）におい
ては、右の膝部３ｂの外周面部６２ｂ上の任意点６３ｂが、矢印ｆ３で示すように右下方
に移動した状態が示されている。この転がる状態は、該右の膝部３ｂが、重力の作用によ
って右回りｆ２に所要に捩じれることによって生ずるものである。又、左の膝部３ａが図
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９（Ｇ）に示す状態から図９（Ｈ）に示す状態に持ち上げられる過程において、前記左の
膝裏部５ａが前記左の膝受け部６ａに受けられた状態で、該左の膝部３ａがその軸回りで
該左の膝受け部６ａ上を、図９（Ｇ）に示す状態から、図９（Ｈ）に矢印ｆ４で示すよう
に内向きに転がる状態となる。図９（Ｇ）（Ｈ）においては、左の膝部３ａの外周面部６
２ａ上の任意の点６３ａが、矢印ｆ４で示すように右下方に移動した状態が示されている
。この転がる状態は、該左の膝部３ａが、重力の作用によって右回りに所要に捩じれるこ
とによって生ずるものである。
【００４９】
　このように前記ハンドル２５の左右方向での回動操作を繰り返すことによって、左右の
膝部３，３に対して外側への転がり運動と内側への転がり運動を交互に行うことができ、
膝部３，３の捩れによる効果的なマッサージ作用が得られることとなる。より具体的には
、左右の膝部３，３が転がることによって、前記左右の膝裏部５，５の、前記左右の膝受
け部６，６で押圧刺激される部位が内側から外側に向けて変化し、或いは、外側から内側
に向けて変化するので、該膝裏部５，５が満遍に押圧刺激される。そして本実施例に係る
運動器具１によるときは、前記左右の膝受け部６，６の上下動をハンドル２５の左右方向
での回動操作によって使用者自身が行うことができるため、該ハンドル２５の回動操作の
速度調節によって、左右の膝受け部６，６の、交互に行われる上下動の速度を調節でき、
又、該上下動の振幅を所望に調節でき、これらの調節を、運動中において変化させること
もできる。又、左右の膝部３，３の下方への動きをハンドル２５の左右方向での回動操作
に任せて行うのではなく、前記コイルバネ４２を左右方向で屈曲させる際に発生する付勢
力に抵抗する力で左右の脚部３，３を下方へ積極的に下げることとすれば、左右の膝裏部
５，５に対する押圧刺激をより強くでき、又、大腿四頭筋の筋力がより効果的に強化され
る。
【００５０】
　これらのことから、前記ハンドル２５の左右方向での回動操作を繰り返す該第２の運動
形態によるときは、左右の膝裏部５，５に対する単位時間当りの押圧刺激の頻度を変えた
り、押圧刺激の強弱を変えることができ、効果的なマッサージ作用が得られることとなる
。又、かかる効果的なマッサージに伴い、該膝裏部５，５の血行促進と膝関節の拡大が図
られることとなり、更に、これらの運動を通して大腿四頭筋の筋力を強化できることとも
なる。そして、これらの運動を左右の足５９，５９が床面６０から浮き上がった状態で行
うことができるため、左右の膝部３，３に体重を掛けることなく無理なく行うことができ
る。然して、かかる運動によって膝痛を緩和できることとなる。
【００５１】
［第３の運動態様について］
　図１０は、使用者が前記ハンドル２５を前後方向で回動させて前記膝受け部材７を前後
スイング動させる状態を示している。図１０（Ａ）は、該ハンドル２５を前方向Ｆ３に回
動させた状態を示し、図１０（Ｂ）は、該ハンドル２５を後方向Ｆ４に回動させた状態を
示している。
【００５２】
　前記ハンドル２５を前後方向で回動させることにより、前記左右の膝受け部６，６が左
右の膝裏部５，５の前側部分から後側部分に亘って、且つ、該左右の膝裏部５，５の夫々
の左右方向全幅に亘って効果的に押圧刺激を付与でき、これを繰り返すことによって該膝
裏部５，５を満遍なくマッサージできる。この際、前記ハンドル２５の前方に向けての回
動角度をより大きくすることによって、左右の膝裏部５，５のより前側部分（ふくらはぎ
に近い部分）にまで押圧刺激を付与できると共に、該ハンドル２５の後方に向けての回動
角度をより大きくすることによって、左右の膝裏部５，５のより後側部分（大腿部の付け
根に近い部分）にまで押圧刺激を付与できることとなる。そして、ハンドル２５を前方に
向けてより大きな角度に回動させ、その回動した状態を一定時間持続させることにより、
その間、左右の膝裏部５，５の前側部分に押圧刺激を与え続けることができ、かかること
の相乗作用によって、該左右の膝裏部５，５が効果的にマッサージされることとなり、該
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左右の膝裏部５，５の血行促進と膝関節の拡大が図られることとなる。
【００５３】
　そして本実施例に係る運動器具１によるときは、前記膝受け部材７の前後動をハンドル
２５の前後方向での回動操作によって使用者自身が行うことができる。そのため使用者は
、該ハンドル２５の前後動の速度調節を行うことができ、又、該前後動の振幅を所要に調
節でき、これらの調節を、運動中において変化させることもできる。又、左右の膝部３，
３の前後方向の動きをハンドル２５の前後方向での回動操作に任せて行うのではなく、使
用者が該ハンドル２５を把持した状態で左右の脚部５５，５５の前後方向での移動を積極
的に強く行うこととすれば、大腿四頭筋の筋力がより効果的に強化される。
【００５４】
　これらによって、左右の膝裏部５，５の血行促進と膝関節の拡大が図られることとなり
、特に左右の膝裏部５，５を、そのより前側で押圧刺激するときは、膝関節をより効果的
に拡げることが可能となる。又、これらの運動を通して大腿四頭筋の筋力を強化できるこ
とともなる。そして、これらの運動を、左右の足５９，５９が床面６０から浮き上がった
状態で行うことができるため、膝部に体重を掛けることなく無理なく行うことができる。
然して、かかる運動によって膝痛を緩和できることとなる。
【００５５】
［第４の運動態様について］
　本実施例に係る運動器具１によるときは、前記したように、前記膝受け部材７が上下ス
イング動と前後スイング動を行うことができ、又、該膝受け部材７が前記支持部１０の軸
線回りで正逆回動でき、しかも該支持部１０がコイルバネ４２を以て構成されているため
に、前記ハンドル２５の回動操作によって該コイルバネ４２を３６０度何れの方向にも弾
性的に屈曲させることができる。
【００５６】
　かかることから該運動器具１によるときは、前記ハンドル２５の旋回回動操作によって
、前記左右の膝受け部６，６を例えば図１１に示すように、立体的な８の字状を呈する如
くスイング動（以下、８の字状スイング動ともいう）させることができる。該ハンドル２
５は、図１１において、Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ａと回動操作される。この８の字状スイング動
は、該ハンドル２５の回動操作によって、左右の膝受け部６，６をより小さい８の字状ス
イング動としたり、より大きい８の字状スイング動とする等、適宜にスイング動させるこ
とができる。かかる８の字状スイング動によるときは、左右の膝受け部６，６の上下動に
伴う膝部の運動と、前記膝受け部材７の前後動に伴う膝部３，３の運動を同時に行うこと
ができる。又、左右の膝受け部６，６を左右の膝裏部５，５に対して、左右方向に対し傾
斜した方向でも当てることができる等、該膝裏部５，５に対して多様な押圧刺激を、刺激
を与える部位と押圧刺激の強さを変えて付与できる。又、８の字状スイング動を行わせる
際に、この動きをハンドル２５の旋回回動操作に任せて行うのではなく、使用者がハンド
ル２５を軽く把持した状態で左右の脚部の移動を力を入れて積極的に強く行うこととすれ
ば、左右の膝裏部５，５に対する押圧刺激をより強くでき、大腿四頭筋の筋力を強化でき
ることともなる。
【００５７】
　これらによって、前記左右の膝裏部５，５の効果的なマッサージ作用と、前記左右の膝
部３，３の転がりに伴う効果的なマッサージ作用と、左右の膝受け部６，６の前後動に伴
う効果的なマッサージ作用が得られ、これらの相乗作用によって左右の膝裏部５，５の血
行促進と膝関節の拡張を図ることができる。然して、これらの運動によって膝痛を緩和で
きることとなる。そして使用者が、ハンドル２５を把持してかかる８の字状スイング動に
伴う運動を行うことは、左右の脚部の筋肉だけでなく腕部や腰部等の筋肉を刺激すること
になるため、全身運動を行うことにもなる。
【００５８】
　図１２に示す運動器具１は、前記支持部１０をコイルバネ４２を用いて構成する場合に
おいて、図６に示すように、前記下の挿入軸４７を前記基板１７に設けた傾斜保持孔３５
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ｂに挿入し、前記上の挿入軸４６をハンドル２５の連結孔３３に挿入した状態を示すもの
であり、該ハンドル２５が前方に向け上方に突出した状態とされている。該運動器具１に
あっては、その自由状態において、前記支持部１０が前方に向け斜め上方に突出するため
、この自由状態で左右の膝受け部６，６に左右の膝部３，３を載せると、左右の脚部５５
，５５の重量により該左右の膝受け部６，６が、左右の膝裏部５，５の夫々の、主として
前側部分に押圧刺激を付与することとなる。又この場合においても、ハンドル２５が垂直
状態を呈する場合と同様にして、使用者が該ハンドル２５を適宜に回動操作することによ
り、前記膝受け部材７に、前記上下スイング動や前後スイング動、更にはこれらの組み合
わせからなる八の字状スイング動等を行わせることができ、前記と同様にして膝痛の緩和
を図ることができる。
【００５９】
［その他の運動態様について］
　前記構成を有する運動器具１は、前記ハンドル２５を手で持つことなく或いは該ハンド
ル２５を取り外した状態で使用することもできる。図１３～１５は、前記ハンドル２５を
取り外した状態で左右の脚部５５，５５を動かすことだけによって前記膝受け部材７に前
記上下スイング動や前記前後スイング動を行わせる場合を示すものである。
【００６０】
　図１３は、左右の膝裏部５，５を左右の膝受け部６，６に載せた状態で該左右の脚部５
５，５５を、前記コイルバネ４２を左右方向で屈曲させる際に発生する付勢力に抵抗して
交互に下げることによって、前記膝受け部材７に前記上下スイング動を行わせている状態
を示している。
【００６１】
　図１４（Ａ）は、左右の膝裏部５，５を左右の膝受け部６，６に載せて左右の下腿部５
６，５６を図７（Ａ）に示すと同様にして垂らした状態で、前記コイルバネ４２を屈曲さ
せる際の付勢作用に抵抗して左右の膝部３，３を使用者の手前に引き付けることにより前
記膝受け部材７を後方に移動させた状態を示している。この状態において前記左右の膝受
け部６，６は、前記コイルバネ４２の付勢作用により、前記左右の膝裏部５，５を前方に
向けて弾性的に押圧する。図１４（Ｂ）は、左右の膝部３，３を前方に向けて押し出して
前記膝受け部材７を前方に移動させた状態を示している。この状態において前記左右の膝
受け部６，６は、前記コイルバネ４２の付勢作用により、前記左右の膝裏部５，５を後方
に向けて弾性的に押圧する。このようにして膝受け部材７を前後動させる運動を繰り返す
ことにより、左右の膝裏部５，５を効果的にマッサージでき、膝関節を効果的に拡げるこ
とができる。加えて、このようにして左右の膝部３，３を前方位置や後方位置に移動させ
る運動は、前記コイルバネ４２の付勢力に抵抗した運動となるため、大腿四頭筋の筋力を
強化できることともなる。これらによって、前記と同様にして膝痛の緩和を図り得ること
となる。
【００６２】
　かかる膝受け部材７の上下スイング動と前後スイング動は、前記コイルバネ４２を前方
に向け上方に傾斜状態としてなる運動器具１によっても同様に行うことができる。この場
合は、コイルバネ４２が前方突出の傾斜状態にあることから、前記膝受け部材７を後方に
向けて回動させた状態において、左右の膝受け部６，６が左右の膝裏部５，５の前側部分
を、前方に向けて弾性的に押圧する押圧力をより大きなものとなし得る。
【００６３】
　ハンドル２５を具えない該運動器具１にあっても、図１５に示すように、前記膝受け部
材７の長さを比較的長く形成して前記膝受け部６，６の外側に外側把持部６５，６５を設
ける場合は、該左右の外側把持部６５，６５を使用者が左右の手５７，５７で把持して前
記膝受け部材７に立体的な８の字状スイング動を行わせることにより、前記ハンドル２５
を具えて行う前記運動器具１におけると同様に、左右の膝裏部５，５に多様な押圧刺激を
付与できることとなる。
【００６４】
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　前記構成を有する運動器具１によるときは、これがハンドル２５を有する場合も有さな
い場合も、左右の膝裏部５，５を前記左右の膝受け部６，６に載せて運動している間、左
右の足５９，５９は床面６０から浮き上がった状態にある。従って使用者は、膝痛疾患の
有無によらず、左右の膝部３，３に体重が掛からない状態で、膝裏部の刺激される部位を
自由に変えることができ、又、その刺激の強さも自由に変えることができる。これによっ
て使用者は、脚部、腰部、肩部、背中部、腕部等の全身運動乃至これに近い運動を行うこ
とができる。
【００６５】
　図１６は全身運動の一態様を示すものであり、前記運動器具１が前記ハンドル２５を具
える場合において、水平状態にある前記膝受け部材７の前記左右の膝受け部６，６に左右
の膝裏部５，５を載せると共に左右の下腿部５６，５６を垂らした状態で、使用者が左右
の手５７，５７でハンドル２５を垂直状態にして把持し、且つ、左右の膝部３，３が左右
の膝受け部６，６を力強く下方に押圧した状態とし、この状態で使用者は、該ハンドル２
５を垂直状態に把持したまま腰部を右回りに強く捩じっている。これによって使用者は、
左右の脚部５５，５５及び、腰部を含む上体６６の筋肉を緊張させることができ効果的な
全身運動を行い得ることとなる。
【００６６】
　本実施例に係る運動器具１によって全身運動を行うその他の態様としては、例えば、前
記支持部材７の前記コイルバネ４２のバネ剛性を変更したり、前記ハンドル２５を上下ス
イング動させる際において左右の膝部３，３の押し下げ力を使用者が自ら調節したり、或
いは、ハンドル２５を前後スイング動させる際において左右の膝部３，３を使用者側に引
き付ける引き付け力や左右の膝部３，３を前方に押し出す押し出し力を使用者が自ら所要
に調節することにより行うことができる。更には、使用者がハンドル２５を旋回回動操作
する際に該ハンドル２５に加える力を使用者が所要に設定すること等によって、又、これ
らの力の入れ加減を所要に調節しながら、膝受け部材７を上下スイング動させる速度や前
後スイング動、８の字状スイング動させる速度を変える等によって、使用者は、膝部に体
重を掛けることなく、適切な負荷で全身運動を行うことができる。
【００６７】
　例えば、足踏み運動や自転車漕ぎ運動、歩行運動、早歩き運動、ランニング運動等の全
身運動を行うことができる。そしてこれらの運動は、膝痛の使用者であっても膝痛のない
使用者であっても効果的に行うことができる。又、該運動器具１は、子供から大人まで使
用できる。高齢者にあっても、転倒する等の恐れなく安全に運動できることから、該運動
器具１は、一般家庭においての他、例えば介護施設等で用いて好ましい。
【実施例２】
【００６８】
　図１７～２０は、本発明に係る運動器具１の他の実施例を示すものであり、椅子１１の
座面１３に載置されて使用者の臀部に敷かれる基板１７を具えている。そして、該基板１
７の、左右の大腿部２２，２２間に位置する支持部１０を支点部として、使用者の左右の
膝裏部５，５を下方から受ける左右の膝受け部６，６を左右側に具えた膝受け部材７の長
さ方向の中央部９が下方から支持されており、前記膝受け部材７が、前記左右の膝受け部
６，６が交互に上下する上下スイング動を行い得るようになされている。
【００６９】
　前記基板１７は図１７～１８に示すように、前記座面１３の前後方向に長い板状を呈し
、その前縁側部分１９の前縁５８は、前方に突の円弧状に形成されている。
【００７０】
　前記支持部１０は図１７～１８に示すように、前記前縁側部分１９の上面６７の中央部
位で立設された角柱状を呈しており、その上端部分は、前方から見て台形状に形成されて
いる。そして該支持部１０の上端面６９の中央部には、図１８に示すように、軸線が上下
方向である円形の垂直軸受孔７０が設けられている。又、該支持部１０の前面７１の上側
部分において、後方に向け斜め下方に傾斜する軸線を有した傾斜軸受孔７２が設けられて
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いる。
【００７１】
　又、前記膝受け部材７は、本実施例においては直径が３２ｍｍ程度で長さが６００ｍｍ
程度である丸棒状に構成されている。そして、その長さ方向の中央部７５で、上下方向に
貫通する如く、例えば円柱状軸部７３が固定状態に挿通され、該円柱状軸部７３の上下部
分は、その長さ方向の中央部７５の上下で突設されて枢軸部７６，７６とされている。
【００７２】
　該両枢軸部７６，７６は、図１８（Ｂ）に示すように、前記垂直軸受孔７０に遊挿状態
に挿入されると共に、図１９（Ｂ）に示すように、前記傾斜軸受孔７２に遊挿状態に挿入
される如くなされている。該枢軸部７６は１本でもよいのであるが、本実施例においては
、何れか一方の枢軸部７６が損傷した場合に備えて予め２本の枢軸部７６，７６を設けて
いる。
【００７３】
　そして本実施例においては、前記枢軸部７６の径を８ｍｍ程度に設定すると共に、前記
垂直軸受孔７０と前記傾斜軸受孔７２の直径を該枢軸部７６の径より大きい１５ｍｍ程度
に大きく設定し、該枢軸部７６を該垂直軸受孔７０と該傾斜軸受孔７２に遊挿状態となし
得るように構成されている。
【００７４】
　図１７～１８は、前記何れか一方の枢軸部７６を前記垂直軸受孔７０に遊挿させた状態
を示しており、前記膝受け部材７は水平状態を呈している。該遊挿された状態で、該膝受
け部材７は前記垂直軸受孔７０の略軸線回りに正逆回転できる。又該膝受け部材７は、図
２０に示すように、前記左右の膝受け部６，６が交互に上下する上下スイング動を行うこ
とができる。
【００７５】
　図１９は、前記枢軸部７６を前記傾斜軸受孔７２に遊挿した状態を示しており、前記膝
受け部材７は、前記傾斜軸受孔７２の略軸線回りに正逆回転でき、前記左右の膝受け部６
，６が交互に上下（この場合は、前記傾斜軸受孔７２の軸線と略直交する面内での上下）
する上下スイング動を行い得る。
【００７６】
　図２０～２４は、膝痛を緩和するために使用者が該運動器具１を用いて行っている運動
態様の一例を示すものであり、該運動器具１は、前記膝受け部材７の前記枢軸部７６が前
記垂直軸受孔７０に遊挿されている。
【００７７】
　図２０、図２１は、使用者２がその左右の膝裏部５，５を前記左右の膝受け部６，６に
載せて、左右の膝部３，３を交互に上下動させる運動を行っている状態を示しており、左
右の足５９，５９は床面６０から浮き上がった状態にある。この運動によって、前記左右
の膝受け部６，６が左右の膝裏部５，５に対して押圧刺激を付与できる。又、前記膝受け
部材７の上下スイング動によって、実施例１で説明したと同様に、左右の膝部３，３を前
記左右の膝受け部６，６上で転がり運動させることもできる。かかる転がり運動をさせる
ことにより、左右の膝部３，３の捩れによる効果的なマッサージ作用が得られることとな
る。より具体的には、左右の膝部３，３が前記膝受け部６，６上で転がることにより、前
記左右の膝裏部５，５の、前記左右の膝受け部６，６で押圧刺激される部位が内側から外
側に向けて変化し、或いは、外側から内側に向けて変化するので、膝裏部５，５が満遍に
押圧刺激される。これによって左右の膝裏部５，５が効果的にマッサージされることとな
り、該左右の膝裏部５，５の血行促進と膝関節の拡大が図られることとなる。又、これら
の運動を通して大腿四頭筋の筋力を強化できることともなる。そしてこれらの運動は、左
右の足５９，５９が床面６０から浮き上がった状態で行われるため、左右の膝部３，３に
体重を掛けることなく無理なく行うことができる。然して、かかる運動によって膝痛を緩
和できることとなる。
【００７８】
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　特に本実施例においては、前記膝受け部材７の長さが比較的長く形成されており、その
左端側と右端側には、使用者が手で把持するための外側把持部７７，７７が設けられてい
る。そのため使用者２は、該左右の外側把持部７７，７７を左右の手で把持して前記膝受
け部材７を強制的に上下スイング動をさせることもできる。このように左右の手で左右の
外側把持部７７，７７を把持して前記膝受け部材７に上下スイング動を行わせる場合は、
体が安定するために左右の膝部３，３の上下動を行い易く、又、腰部を含む上体の筋肉を
緊張させることができて効果的な全身運動を行い得ることともなる。
【００７９】
　図２２は、前記左右の外側把持部７７，７７を使用者が左右の手５７，５７で把持して
前記膝受け部材７を略水平に保持し、左右の膝裏部５，５を前記左右の膝受け部６，６に
載せた状態で、左右の脚部５５，５５を前方に向けて伸ばした状態（図２２（Ｂ））と、
左右の脚部５５，５５を後方に屈曲させた状態（図２２（Ｃ））を、左右の脚部５５，５
５について同時に行っている状態を示し、該左右の脚部５５，５５の屈伸運動を繰り返し
ている。かかる運動を行うことによって、左右の膝裏部５，５を効果的にマッサージでき
、前記と同様にして膝痛を緩和できることとなる。
【００８０】
　図２３は、使用者２が、前記左右の外側把持部７７，７７を左右の手５７，５７で把持
して前記膝受け部材７に８の字状スイング動を行わせている状態を示している。これによ
って使用者は、前記と同様にして膝痛の緩和を図ることができ、又、全身運動を行い得る
こととなる。
【００８１】
　図２４は、前記枢軸部７６を前記垂直軸受孔７０に遊挿した状態にある前記運動器具１
の前記基板１７を床面（本実施例において床面は、絨毯面や畳面も含む）６０に敷いて使
用者がその臀部を該基板１７の後側部分に載せ、且つ、左右の脚部５５，５５を伸ばした
長座姿勢としての座位姿勢で運動を行っている状態を示している。この場合は、左右の膝
裏部５，５の上側部分が主として押圧刺激を受ける状態で運動できる。使用者は、左右の
膝裏部５，５を前記左右の膝受け部６，６に載せた状態で、積極的に左右の膝部３，３を
交互に上下させることにより、前記膝受け部材７を前記上下スイング動させることができ
る。これによって、前記と同様にして膝痛緩和を図り得る。
【００８２】
　これらの左右の脚部５５，５５の運動は、前記枢軸部７６を前記傾斜軸受孔７２に遊挿
してなる前記運動器具１によっても同様に行うことができる。この場合は、左右の膝裏部
５，５の前側部分が主として押圧刺激を受ける状態で運動できる。
【００８３】
　又使用者は、本実施例に係る運動器具１を用いて、実施例１における場合と同様にして
、膝部に体重を掛けることなく適切な負荷で全身運動を行うことができる。
【実施例３】
【００８４】
　図２５～２７は、本発明に係る運動器具１のその他の実施例を示すものであり、床面６
０等の設置面７８で立設され且つ上側部分が把持部７９とされた支柱部材８０と、該支柱
部材８０の該把持部７９の下側部位８１に上下回動可能に取り付けられた膝受け部材７と
からなる。該支柱部材８０と該膝受け部材７は共に丸棒状に構成されており、該支柱部材
８０の径は２５ｍｍ程度で、その長さは８００ｍｍ程度に設定されている。又、膝受け部
材７の径は３０ｍｍ程度に設定され、その長さは５００ｍｍ程度に設定されている。
【００８５】
　該膝受け部材７は、使用者の左右の膝裏部５，５を下方から受ける膝受け部６，６を左
右側に具えており、水平状態でその中央部８２が、前記支柱部材８０の前記下側部位８１
に、該支柱部材８０と該膝受け部材７とが直角に交差する状態で当接せしめられ、両者の
当接部が、例えば紐としての結着材８５を用いて結着されている。そして該結着部８６は
、前記膝受け部材７が、前記左右の膝受け部６，６が交互に上下する上下スイング動を行
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うための支持部１０とされている。なお、該膝受け部材７の前記中央部８２は、前記支柱
部材８０に枢軸（図示せず）を介して枢着されてもよい。この場合は、該枢軸が前記支持
部１０を構成する。
【００８６】
　図２６～２７は、かかる構成を有する運動器具１の使用状態を示すものである。図２６
は、その一使用状態を示しており、使用者２は、前記支柱部材８０を立設状態にして左右
の手５７，５７で前記把持部７９を把持し、左右の膝裏部５，５を前記左右の膝受け部６
，６に載せ、左右の足５９，５９が床面６０から浮き上がった状態において、左右の脚部
５５，５５を積極的に交互に上下運動させている。この上下運動によって、左右の膝裏部
５，５に左右の膝受け部６，６による押圧刺激を付与できると共に、該左右の膝受け部６
，６上で左右の膝部３，３に転がり運動を起こさせることができる。そしてこれらの運動
を、膝部３，３に体重を掛けることなく無理なく行うことができる。然して、かかる上下
運動を行うことによって左右の膝裏部５，５が効果的にマッサージされ、実施例１で説明
したところと同様にして膝痛緩和が図られる。
【００８７】
　図２７は、該運動器具１の他の使用状態を示すものであり、使用者は、前記支柱部材８
０を立設状態にし、左右の手５７，５７で前記把持部７９を把持し、前記膝受け部材７が
水平状態において左右の膝裏部５，５を前記左右の膝受け部６，６に載せ、左右の足５９
，５９が床面６０から浮き上がった状態において、左右の脚部５５，５５を前方に向けて
伸ばした状態と、左右の脚部５５，５５を後方に屈曲させた状態を繰り返している。かか
る屈伸運動を繰り返すことによって左右の膝裏部５，５が効果的にマッサージされ、実施
例１で説明したところと同様にして膝痛緩和が図られる。　
【００８８】
　又使用者は、本実施例に係る運動器具１を用いて、実施例１における場合と同様にして
、膝部に体重を掛けることなく適切な負荷で全身運動を行うことができる。
【実施例４】
【００８９】
　左右の脚部５５，５５を伸ばした長座姿勢で使用し得る運動器具１の一例としては、実
施例２で示した運動器具１があるが、ここでは、その他の実施例を説明する。図２８～２
９は、その一例を示すものであり、左右方向に長い矩形板状を呈する基板１７の上面２１
の中央部で支持部１０が突設されている。そして、該支持部１０を支点部として、使用者
の左右の膝裏部５，５を下方から受ける膝受け部６，６を左右側に具えた膝受け部材７の
左右方向の中央部８７が下方から支持されている。これによって該膝受け部材７が、該左
右の膝受け部６，６が交互に上下する上下スイング動をなし得る如く構成されている。
【００９０】
　前記支持部１０は、平面視で前後方向に稍長い長方形状の直方体状を呈しており、前方
から見て上部には、前後方向に長い三角形状の支点部１０ａが設けられている。又、前記
左右膝受け部６，６は、前後方向にある程度の幅を有する（例えば４０ｍｍ程度の幅を有
する）平板状に構成されており、その下面部９０の左右方向の中央部には、前記三角形状
の支点部１０ａを嵌め入れるための三角形状の溝部９１が形成されている。
【００９１】
　そして本実施例においては、該三角形状の溝部９１に該三角形状の支点部１０ａを嵌め
入れた状態で、例えば、該溝部９１の左右側に設けられた孔部９２と、前記支点部１０ａ
の下側で且つ前後方向の中央部位に設けられた、左右方向に貫通した孔部９３とに結着紐
９５を通して結着することによって、平板状を呈する前記膝受け部材７が前記支点部１０
ａで支持された状態とされている。そして、該膝受け部材７が、前記左右の膝受け部６，
６が交互に上下する上下スイング動をなし得る如く構成されている。
【００９２】
　本実施例においては、該膝受け部材７が、前後方向にある程度の幅を有する平板状に構
成されているため、図２９（Ｂ）に示すように、その前後の角部分９６，９６を使用者の
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左右の膝裏部５，５に当てることにより、該膝裏部５，５の前側部分と後側部分に比較的
大きな押圧刺激を与えることができる。又該膝受け部材７の上面９９が平坦面であるため
、前記左右の膝受け部６，６上で、左右の膝部３，３の転がり運動をより安定的に起こさ
せることができる。そしてこの場合も、かかる上下運動を、膝部３，３に体重を掛けるこ
となく無理なく行うことができる。然して、かかる上下運動を行うことによって左右の膝
裏部５，５が効果的にマッサージされ、実施例１で説明したところと同様にして膝痛緩和
が図られる。
【実施例５】
【００９３】
　本発明は、前記実施例で示したものに限定されるものでは決してなく、「特許請求の範
囲」の記載内で種々の設計変更が可能であることはいうまでもない。その一例を挙げれば
次のようである。
【００９４】
(1) 本発明に係る運動器具１において、左右の膝部３，３に加える負荷を調節する手段と
しては、バネ定数の異なるバネ部材（例えば前記コイルバネ４２）を用いて構成された複
数種類の前記支持部材３６を用意し、適宜の支持部材を選択して前記支持部１０を構成す
ることの他、同一の支持部材７においてコイルバネ等のバネ部材の弾性変形可能域を所要
に設定することにより変更することもできる。
【００９５】
　或いは、本発明に係る運動器具１を例えば図２５に示すように、支柱部材８０の上部側
で膝受け部材７を直交状態に付設し、該膝受け部材７を、立設した該支柱部材８０に対し
て正逆傾動可能に構成する場合において、この傾動を行わせる枢軸としてネジ軸を用いる
こととし、該ネジ軸に螺合するナットの締め付け量を所要に調節することによって前記負
荷を調節するということもできる。その他、前記バネ部材は、コイルバネ４２に代えて板
バネ等の各種のバネ部材を用いても構成でき、更には、硬質ゴムの弾性復元作用を利用し
ても構成できる等、各種の弾性復元性を有する部材を用いて構成できる。
【００９６】
　更には、前記左右の膝受け部６，６上に左右の膝部３，３が載せられた状態において、
該左右の膝部３，３をその上側から手で押圧することとし、その押圧力を調節することに
より該左右の膝部３，３の負荷を調節することもできる。
【００９７】
(2) 図３０、図３１は、本発明に係る運動器具１を杖に応用して構成した場合を示すもの
であり、支柱部材８０と膝受け部材７とを十字状に組み合わせてなる、図２５に示す運動
器具１の変形態様のものである。該杖型の運動器具１は、該支柱部材８０を構成する杖本
体１００の所要高さ部位に、例えば丸棒状を呈する膝受け部材７の長さ方向の中央部１０
１を重ね、該中央部１０１を、該杖本体１００に上下回動可能に連結してなる。図３０に
あっては、該中央部１０１を、ボルト等の枢軸１０２を介して回動可能としてなる。又図
３１にあっては、該中央部１０１を前記杖本体１００に直角に交差する状態に重ね合わせ
ると共に両者の当接部を、例えば紐としての結着材８５を用いて結着し、該結着部８６は
、前記膝受け部材７が、前記左右の膝受け部６ａ，６ｂが交互に上下する上下スイング動
を行うための支持部１０とされている。なお、前記左右の膝受け部６ａ，６ｂを交互に上
下させるための前記支持部１０は、面状ファスナを結着材として用いて構成する等、公知
の各種手段を用いて構成できる。
【００９８】
　図３０に示す杖型の運動器具１にあっては、該膝受け部材７の長さ方向を杖本体１００
の長さ方向に沿わせた図３０（Ａ）に示す状態において、該運動器具１を杖として用いる
ことができる。この状態で、該膝受け部材７は留め具（図示せず）によって、解除可能に
杖本体１００にロックされる。そして、歩行時において膝痛が生じたときは、図３０（Ｂ
）に示すように前記膝受け部材７を水平状態に開けば、杖型の運動器具１を構成できる。
使用者は、例えば椅子（ベンチ等）１１に着座して、図２６、図２７に示すと同様に左右
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の膝裏部５ａ，５ｂを押圧刺激できることとなり、これによって膝痛を緩和できることと
なる。なお、従来の杖におけると同様にして前記杖本体１００の長さを調節可能とするこ
とにより、前記膝受け部材７の高さを使用者に応じて調整できる。
【００９９】
(3) 膝受け部材７の長さ方向の中央部１０で突設した前記枢軸部７６を、基板１７に設け
た支持部１０に設けた前記垂直軸受孔７０や前記傾斜軸受孔７２に遊挿させる前記実施例
において、該枢軸部７６を、ピン体やネジ軸を以て構成することもできる。なお、前記と
は逆に、該枢着軸７６を前記支持部１０に設けると共に該枢着軸７６を、前記中央部１０
に設けた軸受孔に遊挿させるように構成してもよい。又、該枢軸部７６をコイルバネ等の
弾性変形可能の部材を以て構成する場合は、該枢軸部７６を前記垂直軸受孔７０や前記傾
斜軸受孔７２又は前記中央部１００に設けた軸受孔に、遊びがないか遊びが少ない状態で
挿入させることもできる。
【０１００】
(4) コイルバネ４２を用いて前記支持部１０を構成する前記運動器具１において、該コイ
ルバネ４２に代えて、３６０度何れの方向にも回動可能な球体を以てなるジョイント具を
用いることも可能である。
【０１０１】
(5) 図３２は、前記膝受け部材７の他の態様を示すものであり、丸棒状を呈する膝受け部
材本体の長さ方向の中央部９の上下方向で見た一方側が欠切されておりその底面１０３は
、該膝受け部材７の軸線（左右方向の軸線）Ｌと平行する平坦面として形成されている。
そして、該平坦面の中央部で、該軸線と直交する前記枢着孔２６が貫設されている。該膝
受け部材７は、図３２（Ａ）に示すように前記底面１０３が上向きの状態で、或いは、図
３２（Ｂ）に示すように前記底面１０３が下向きの状態で、前記コイルバネ４２を具える
前記支持部材３６の上の挿入軸４６が前記枢着孔２６に挿通されている。そして、前記底
面１０３を上向き状態にしたときは、前記上の段部４３が前記枢着孔２６の下端縁部１１
６に当接する一方、前記底面１０３を下向き状態にしたときは、前記上の段部４３が、該
底面１０３に当接する。
【０１０２】
　前記底面１０３を下向きにした場合（図３２（Ｂ））と上向きにした場合（図３２（Ａ
））とを比較すると、該底面１０３を下向きにした方が、前記左右の膝受け部６ａ，６ｂ
の上面部（膝部３ａ, ３ｂを受ける面部）１０５，１０５の水平状態の高さを、該底面１
０３を上向きにした場合に比べて低くできる。即ち、該底面１０３を上向きにするか下向
きにするかによって、水平状態にある前記左右の膝受け部６，６の上面部１０５，１０５
の高さを例えば２０～３０ｍｍ程度変えることができる。この状態で、前記コイルバネ４
２は、前記基板１７の前記上面２１と前記膝受け部材７の下面部１０６との間に介在され
（図３２（Ａ））、或いは、前記基板１７の前記上面２１と前記膝受け部材７の前記底面
１０３との間に介在される（図３２（Ｂ））。
【０１０３】
(6) 図３３は、本発明に係る運動器具１のその他の実施例を示すものであり、前記膝受け
部材７を下方から支持する支持部１０を、吊下部材１０７を用いて構成した場合の一例を
示すものである。該吊下部材１０７は紐状部材の他、金属製や樹脂製等の線状部材を用い
て構成することもできる。図３３においては紐状部材１０７ａを用いて構成されており、
該紐状部材１０７ａの下端側の部分１１０を、前記膝受け部材７の長さ方向の中央部に設
けた取付け部１１１に掛着等によって取り付けてなる。かかる運動器具１を使用するに際
しては、前記紐状部材１０７ａの上端側の部分１１２を、例えばテーブルの縁部１１３に
固定した固定具１１５に連結することにより、該紐状部材１０７ａを介して該膝受け部材
７が水平状態で吊下された状態となし得る。この状態で、左右の膝受け部６ａ，６ｂに左
右の膝部３ａ，３ｂを載せれば、該膝受け部材７に、前記左右の膝受け部６ａ，６ｂが交
互に上下する上下スイング動を行わせ得ることとなる。
【０１０４】
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(7) 前記支持部１０は、前記基板１７の上面で突出するように構成されることの他、例え
ば図３４に示すように、基板１７の板厚内で設けられた例えば軸部９４として構成するこ
ともできる。この場合は、前記膝受け部材７の長さ方向の中央部で下方に向けて突設され
た軸受け突部１０４を該軸部９４（支持部１０）で支持させる。
【０１０５】
(8) 図３１、図３５、図３６は、前記膝受け部材７を上下スイング動させる際に、前記左
右の膝受け部６ａ，６ｂに載せた左右の膝部３ａ, ３ｂが、下方に傾斜した該左右の膝受
け部６ａ，６ｂから滑り落ちないようにするために、左右の膝受け部６ａ，６ｂの外端側
に、該左右の膝部を下方から支持するための左右の膝部止め１２０ａ，１２０ｂを設けた
場合を示すものであり、例えば、前記した杖型の運動器具１に応用されている。
【０１０６】
　前記膝部止め１２０ａ，１２０ｂは、例えば図３１、図３５～３６に示し、又図３７に
示すように、バンド部材１２１を以て構成されている。該バンド部材１２１は、本実施例
においては図３１に示すように、左右のバンド片１２１ａ，１２１ｂを用いて構成されて
おり、該左のバンド片１２１ａは、その一端部１２２が前記左の膝受け部６ａの外端側部
分１２３に取り付けられており、その他端部１２５に第１の連結部材（本実施例において
は第１のバックル部材１２６ａ）１２６が設けられている。又、右のバンド片１２１ｂは
、その一端部１２７が前記右の膝受け部６ｂの外端側部分１２９に取り付けられており、
その他端部１３０に、前記第１のバックル部材１２６ａと着脱可能に係合し得る第２の連
結部材（本実施例においては第２のバックル部材１３１ａ）１３１が設けられている。そ
して図３５に示すように、該左右のバンド片１２１ａ，１２１ｂの長さを所要に調節して
該左右のバンド片１２１ａ，１２１ｂで、前記左右の膝受け部６ａ，６ｂに載せられてい
る左右の膝部３ａ，３ｂを上から覆い、且つ該第１、第２のバックル部材１２６ａ，１３
１ａを相互に係合させることによって、該左右の膝部３ａ，３ｂが、連結された左右のバ
ンド片１２１ａ，１２１ｂと前記膝受け部材７との間で拘束される。これにより、図３６
に示すように、下方に傾斜した前記膝受け部６ａ，６ｂから左右の膝部３ａ，３ｂが滑り
落ちるのを防止でき、前記上下スイング動を安定的に行い得ることとなる。
【０１０７】
　下方に傾斜した前記膝受け部６ａ，６ｂから左右の膝部３ａ，３ｂが滑り落ちるのを防
止する手段は、前記左右の膝受け部６ａ，６ｂに載せた左右の膝部３ａ，３ｂを、左右の
バンド片で個別に拘束するように構成してもよい。
【０１０８】
　図３７～４０は、バンド部材１２１を以て構成された膝部止め１２０ａ，１２０ｂの他
の態様を示すものであり、該バンド部材１２１は、調整部材１４０で長さ調整可能となさ
れた１本のバンド部材である。該バンド部材１２１を用いる膝部止め１２０ａ，１２０ｂ
は、例えば図１に示されている運動器具１に応用されており、丸棒状を呈する前記膝受け
部材７の左右の膝受け部６ａ，６ｂの外端側部分１２３，１２９の夫々に、小間隔（例え
ば５０ｍｍ程度の間隔）を置いて複数個（例えば２個）の取付け孔１４１，１４１、１４
１，１４１が設けられており、夫々の取付け孔１４１に、例えば紐を以てなる掛着リング
１４２が取り付けられている。図３７（Ａ）は、外側に位置する掛着リング１４２，１４
２（１４２ａ，１４２ａ）に、前記バンド部材１２１の両端部分１４３，１４３が、環状
連結部材（例えばカラビナ）１４５，１４５を介して連結されている。これにより図３８
（Ａ）（Ｂ）に示すように、下方に傾斜した左右の膝受け部６ａ，６ｂから左右の膝部３
ａ，３ｂが滑り落ちるのを防止できる。
【０１０９】
　又図３７（Ｂ）は、内側に位置する掛着リング１４２，１４２（１４２ｂ，１４２ｂ）
に、前記バンド部材１２１の両端部分１４３，１４３が、前記環状連結部材（例えばカラ
ビナ）１４５，１４５を介して連結されている。これにより、図３９（Ａ）（Ｂ）に示す
ように、下方に傾斜した左右の膝受け部６ａ，６ｂから左右の膝部３ａ，３ｂが滑り落ち
るのを防止できる。
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【０１１０】
　前記のように、膝受け部６ａ，６ｂの外端側部分１２３，１２９に複数個の取付け孔１
４１を設ける等、左右の膝部止め１２０ａ，１２０ｂの配設部位を左右方向で位置変更可
能とする構成は、その他の実施例に係る運動器具１においても応用できる。そして、この
ように左右の膝部止め１２０ａ，１２０ｂの配設部位を左右方向で位置変更可能とする場
合は、左右の膝部３ａ，３ｂを内側に寄せた状態や左右の膝部３ａ，３ｂを稍離した状態
等、所望の状態で該左右の膝部を止めることができる。これによって、左右の膝裏部５ａ
，５ｂに対してのマッサージ作用や、左右の脚部５５ａ，５５ｂの上下運動の負荷状態を
変化させることができる。
【０１１１】
　例えば、左右の膝部３ａ，３ｂを前記のように内側に寄せた状態で左右の脚部５５ａ，
５５ｂを積極的に押し下げて前記膝受け部材７に上下スイング動を行わせる場合（図３９
）は、左右の膝部３ａ，３ｂを前記のように稍離した状態する場合（図３８）に比し、前
記膝受け部材７を上下スイング動させる際における左右の脚部５５ａ，５５ｂの押し下げ
時の負荷をより大きくできる。前記支持部１０を、例えば図１に示すようにコイルバネ等
の付勢手段を用いて構成する場合は、該脚部５５ａ，５５ｂの押し下げ時の負荷をより大
きくなし得る。
【０１１２】
　図４０、図４１に示す左右の膝部止め１２０ａ，１２０ｂは、前記左右の膝受け部６ａ
，６ｂの外端部分に別体の膝部止め部材１３２ａ，１３２ｂを固定して構成されている。
該膝部止め部材１３２ａ，１３２ｂは、前記左右の膝受け部６ａ，６ｂの端部分１３３ａ
，１３３ｂに嵌着状態で固定される固定部１３５ａ，１３５ｂに膝部止め部１２０ａ，１
２０ｂを設けた構成を有している。
【０１１３】
　図４０においては該固定部１３５ａ，１３５ｂが、前記端部分１３３ａ，１３３ｂを嵌
め入れて嵌着状態に固定される筒状体１２８ａ，１２８ｂを以て構成されており、図３８
においては、該固定部１３５ａ，１３５ｂが、前記端部分１３３ａ，１３３ｂの端面１３
６ａ，１３６ｂに設けた固定孔１３７ａ，１３７ｂに嵌め入れて嵌着状態に固定される固
定軸１３９ａ，１３９ｂを以て構成されている。かかる嵌着手段に代えて、螺合して締め
付ける螺締手段を採用してもよく、これらの嵌着部分を適宜接着してもよい。そして図４
０（Ｂ）（Ｃ）、図４１（Ｂ）（Ｃ）に示すように、該左右の膝部止め１２０ａ，１２０
ｂによって、下方に傾斜した前記膝受け部６ａ，６ｂから左右の膝部３ａ，３ｂが滑り落
ちるのを防止できる。
【０１１４】
　又、前記左右の膝部止め１２０ａ，１２０ｂは、例えば図４２（Ａ）（Ｂ）に示すよう
に、前記左右の膝受け部６ａ，６ｂの外端部分に一体に設けられてもよい。
【０１１５】
(9) 図４３は、例えば図１に示されている運動器具１の丸棒状を呈する前記膝受け部材７
の左右の膝受け部６ａ，６ｂの外端側部分１２３，１２９の下面部を、その内側から外側
に向けて斜め状態に傾斜する傾斜面１４６，１４６を呈するようにカットした場合を示し
ている。このようにカットする場合は、該膝受け部材７を、前記左右の膝受け部６ａ，６
ｂが交互に上下する上下スイング動させる場合、前記基板１７が幅広であるときも、例え
ば図４３（Ｂ）において示す、カットしない場合（この場合における膝受け部材７を図４
３（Ｂ）に一点鎖線で示している）との比較から明らかなように、該上下スイング動の振
幅をより大きく設定できることとなる。なお図４３においても、図３７におけると同様に
、取付け孔１４１が設けられている。
【０１１６】
(10)本発明に係る運動器具１をバーチャル表示装置と連動させれば、足踏み運動や歩行運
動、早歩き運動、ランニング運動、山登り運動、自転車漕ぎ運動等の運動をあたかも現実
に行っているかのようなバーチャルな状態をモニターに表示させることができる。この場
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合、例えば、左右の膝部の負荷を所要とし且つ、前記上下スイング動の速度を歩行状態や
早歩き状態等に適宜変更すると、使用者がこれらの運動を現実に行っているかのようなバ
ーチャルな状態をモニターに表示できる。又、消費カロリーをモニターに表示させること
もでき、このように構成するときは、目標を以て運動を楽しく効果的に行うことができる
。
【０１１７】
(11)前記基板１７は、椅子から前方に向けて突出するように設けることができる他、椅子
から前方に向けて突出でき且つ該基板が椅子の内部や椅子の下面に収納状態となり得るよ
うに構成することもできる。そして、該基板１７に設けた支持部１０で前記膝受け部材７
を支持させることができる。
【０１１８】
(12)左右の膝裏部５，５に押圧刺激を与える前記左右の膝受け部６，６としては、前記し
た丸棒状を呈するものや板状を呈するもの等を選択でき、丸棒状を太径とするか細径とす
るかや、板幅をどの程度に設定するか等は、使用者が求める押圧刺激に応じて所要に設定
することができ、適宜交換可能に構成することもできる。又、膝裏部５，５に対する押圧
刺激を所要に設定できるように、前記左右の膝受け部６，６の横断面形態を、上に突の半
丸状や楕円形状、角形状に構成することも可能であり、更には、該左右の膝受け部６，６
の表面に、膝裏部５を刺激するための突部を設けることもできる。これらによって、膝裏
部５に当接する面積を変えることができ、押圧刺激の大小や押圧部位を所要に設定できる
こととなる。
【０１１９】
(13)前記支持部１０は、適宜の蝶番を用いて構成することもできる。
【０１２０】
(14)該左右の膝受け部６，６にバイブレーターを組み込むことによって、バイブレーショ
ンを加えながら膝裏部５に押圧刺激を付加するように構成することもでき、更には、該膝
受け部６，６に加温装置を組み込むことによって、膝裏部に、加温しながら押圧刺激を加
えるように構成することもできる。
【０１２１】
(15)前記上下スイング動や前後スイング動、八の字状のスイング動を、モーター駆動によ
って行わせることもできる。
【０１２２】
(16)本発明に係る運動器具１は、足裏の土踏まずに押圧刺激を付与するために用いること
もできる。図４４はその一例を示すものであり、該運動器具１を、その基板１７を床面６
０等の設置面に載せた状態で該設置面に設置し、椅子に着座した使用者は、左右の足５９
，５９の土踏まず部を前記左右の膝受け部６，６に載せる。この状態で使用者が、左右の
脚部５５，５５を積極的に上下させて前記膝受け部材７を上下スイング動させると、足裏
の土踏まずに押圧刺激を付与することができる。
【０１２３】
　又、前記基板１７を床面６０等の設置面に載せた状態で該設置面に設置される運動器具
は、仰臥位で使用されることもある。この場合は使用者は、仰臥位で、その左右の膝受け
部６，６に左右の膝裏部５，５を載せ、この状態で該左右の膝受け部６，６を交互に上下
動させる運動を行うことができる。これによって、膝部に体重を掛けないで膝裏部を効果
的に押圧刺激できる等、膝裏部に効果的なマッサージ作用を付与できると共に、大腿四頭
筋の筋力を強化できて膝痛を緩和し得ることとなる。
【符号の説明】
【０１２４】
　１　運動器具
　３　膝部
　５　膝裏部
　６　膝受け部
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　７　膝受け部材
　９　中央部
　１０　支持部
　１１　椅子
　１２　着座部
　１３　座面
　１５　後側部分
　１７　基板
　２２　大腿部
　２５　ハンドル
　３５　保持孔
　３６　支持部材
　４２　コイルバネ
　４６　上の挿入軸
　４７　下の挿入軸
　５５　脚部
　５６　下腿部
　５７　手
　５９　足
　６０　床面
　７０　垂直軸受孔
　７２　傾斜軸受孔
　７５　枢軸部
　７７　外側把持部
　８０　支柱部材
　１２０　膝部止め
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